
議 案 第 ９ ２ 号

　

令 和 ７ 年 度

名 取 市 一 般 会 計 補 正 予 算

（ 第　６　号 ）

名 取 市
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　（ 地 方 債 の 補 正 ）

令和７年１０ 月１ ７日提出

令 和  ７  年 度 名 取 市 一 般 会 計 補 正 予 算

（ 第　　６　　号 ）

る 。

　  令 和 ７ 年 度 名 取 市 の 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ６ 号 ） は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ

　 （ 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 ）

第 ２ 条　 地 方 債 の 追 加 及 び 変 更 は 、 「 第 ２ 表 地 方 債 補 正 」 に よ る 。
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第 １ 条　 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ １ ４ ３ ， ６ ０ ０ 千 円 を 追 加 し 、

　 の 歳 入 歳 出 予 算 の 金 額 は 、 「 第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 」 に よ る 。

２　 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並 び に 補 正 後

　  歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ ３ ８ ， １ ０ ６ ， ２ ０ ４ 千 円 と す る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名 取 市 長　　 　山　田　 司　郎



19 繰入金 2,219,913 14,100 2,234,013

2 基金繰入金 2,089,212 14,100 2,103,312

22 市債 3,057,000 129,500 3,186,500

1 市債 3,057,000 129,500 3,186,500

37,962,604 143,600 38,106,204

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款

歳　　入　　合　　計
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計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円



2 総務費 3,814,680 140,300 3,954,980

1 総務管理費 3,021,443 140,300 3,161,743

9 消防費 2,282,262 3,300 2,285,562

1 消防費 2,282,262 3,300 2,285,562

37,962,604 143,600 38,106,204歳　　出　　合　　計
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 千円

歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額



（追　加） （単位：千円）

限　度　額

（変　更） （単位：千円）

市 民 活 動 拠 点
施 設 整 備 事 業

126,200

利　　率 償　還　の　方　法

証書借入
又　　　は
証券発行

防 災 施 設 整 備 事 業 11,000 14,300

起 債 の 目 的
限 度 額

補 正 前 補 正 後

第　２　表　　　　地 　　方 　　債 　　補 　　正

起　債　の　目　的 起債の方法

年５．０％以内（ただし、利
率見直し方式で借り入れる
政府資金及び地方公共団
体金融機構資金につい
て、利率の見直しを行った
後においては、当該見直
し後の利率）

借入先の融通条件による。
なお、市財政の都合により
据置期間及び償還期限を
短縮し、もしくは繰上償還
又は低利に借り換えするこ
とができる。
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議 案 第 ９ ３ 号

名　取　市　下　水　道　事　業　会　計　補　正　予　算

　   　　             -   7   -

令　  和　  ７　  年　  度

（ 第　３　号 ）

　　　　名　　　 取 　　　市



      -   8   -



第 １ 条

第 ２ 条

（変　更） (単位：千円）

令和７年 １０ 月１ ７日 提出

                                                                        -   9   -

 　　　　 　  名 取 市 長　　　　山　田　司　郎　　　　　　　　　　　

（第　　３　　号）

令 和 ７ 年 度 名 取 市 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算

期　間
事　　項

小 山 調 整 池 築 造 工 事

令和７年度名取市下水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定める

令和７年度名取市下水道事業会計予算第５条に定めた債務負担行為を次の

限　度　額

令和8年度から
令和9年度まで

令 和 8 年 度 か ら
令和10年度まで

2,400,000

補　正　後補　正　前

期　間 限　度　額

2,400,000

ところによる。

とおり変更する。


